
(円)

要介護度 介護サービス費 食費 居住費

要介護1 26,707

要介護2 28,871 9,000 24,600

要介護3 31,235 （300/日） （820/日）

要介護4 33,400

要介護5 35,531

要介護1 26,707

要介護2 28,871 11,700 24,600

要介護3 31,235 （390/日） （820/日）

要介護4 33,400

要介護5 35,531

要介護1 26,707

要介護2 28,871 19,500 39,300

要介護3 31,235 （650/日） （1,310/日）

要介護4 33,400

要介護5 35,531
要介護1　1割負担 26,707 1割 131,887
要介護1　2割負担 53,413 2割 158,593
要介護1　3割負担 80,120 3割 185,300
要介護2　1割負担 28,871 1割 134,051
要介護2　2割負担 57,742 2割 162,922
要介護2　3割負担 86,613 3割 191,793
要介護3　１割負担 31,235 45,000 60,180 1割 136,415
要介護3　2割負担 62,471 （1,500/日） （2,006/日） 2割 167,651
要介護3　3割負担 93,706 3割 198,886
要介護4　１割負担 33,400 1割 138,580
要介護4　2割負担 66,800 2割 171,980
要介護4　3割負担 100,200 3割 205,380
要介護5　１割負担 35,531 1割 140,711
要介護5　2割負担 71,062 2割 176,242
要介護5　3割負担 106,593 3割 211,773

◆上記の金額に洗濯代、おむつ代が含まれています。

※介護保険負担限度額　区分

 

　　

・上記以外の方

※

社会福祉法人出雲南福祉会　特別養護老人ホーム薫風園
〒693-0011　島根県出雲市大津町3620番地1　　電話番号　0853-31-9155

◆上記の金額には看護体制加算Ⅰロ及びⅡロ、日常生活継続支援加算、栄養マネジメント加
算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定介護職員処遇改善加算Ⅰが含まれています。

第１段階 ・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者

・生活保護受給者

第２段階  ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入
額等の合計が８０万円以下

第３段階 ・世帯全員が住民税非課税で第２段階に該当しない者

第４段階
ただし、住民税非課税世帯においても、世帯を分けている配偶者が住民税課税者である場合や預貯金
が一定額（配偶者がいない方は1,000万円、配偶者がいる方は夫婦で2,000万円）を超える場合は対象外

見学などお問い合わせは下記までご連絡ください。ご都合あわせの上対応させて頂きます。

第
４
段
階

月額合計

60,307

62,471

64,835

67,000

69,131

63,007

65,171

特別養護老人ホーム　薫風園
　　　　　　　　　　　　介護老人福祉施設　入居利用料金例（１ヵ月３０日として）　　　　　　　令和2年4月～

※
第
１
段
階

第
2
段
階

第
３
段
階

90,035

92,200

94,331

67,535

69,700

71,831

85,507

87,671


